
電子帳簿保存法の改正内容と
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2022年１月に改正電子帳簿保存法が施行されました。

電子取引の電子保存対応については２年間の宥恕期間が設けられま

したが、電子データの取り扱い状況の把握、システム選定や導入後の

業務フローの構築など検討すべき事項は多岐にわたり、何から手をつ

ければよいか頭を悩ませている経営者や担当者の方も多いのではない

でしょうか。

今回のセミナーでは、電子帳簿保存法の概要と、電子取引の電子保

存義務化に向けてどのように準備を進めればよいか、具体的な方法を

徹底的に解説します。

主要項目

１ 電子帳簿保存法の概要

２ 電子取引の電子保存の要件

３ 電子取引の電子保存義務化への対応準備
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